死後事務委任契約書（案）

委任者〇〇〇〇（以下「甲」という。）と受任者〇〇〇〇（以下「乙」という。）は，甲の死亡後における事務に関し、以下の通り契約（以下「本契約」という。）を締結する。	Comment by Naoya KATAKURA: 読点（、）とカンマ（,）が全体を通して混在しています。読点に統一しませんか？

第１条（契約の趣旨）
甲は、乙に対し、甲の死亡後における定められた事務を委任し、乙はこれを受任する。
第２条（委任者の死亡による本契約の効力）
１ 甲が死亡した場合においても、本契約は終了せず、甲の相続人は、委託者である甲の本契約上の権利義務を承継するものとする。
２ 甲の相続人は、前項の場合において、第９条記載の事由がある場合を除き、本契約を解除することはできない。
第３条（委任事務の範囲）
１ 甲は、乙に対し、甲の死亡後における次の事務（以下「本件死後事務」という。）を委任する。
①全ての残置する蔵書の整理、運搬に関する事務
②全ての蔵書の処分（売却を含む）に関する事務
２ 甲は、その死亡時に、その所有権に属する蔵書の動産類（以下「残置物」という。）の所有権を放棄し、甲は乙に対して、残置物の処分を依頼し、その処分方法については乙に全てを一任し、甲は乙の残置物の処分方法について異議を述べない。
第４条（預託金の授受 預託金を設定する場合）
１ 甲は、乙に対し、本契約締結時に、本件死後事務を処理するために必要な費用（輸送費を含む）及び乙の報酬に充てるために、金5,000円を預託する。
２ 乙は、甲に対し、前項の預託金（以下「預託金」という。）について預かり証を発行し、預託金を乙の財産と区別して保管する。
３ 預託金には、利息をつけない。
第５粂（費用の負担）	Comment by Naoya KATAKURA: 条ではなく粂（久米の合字）になってます！
１ 第３条の本件死後事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、預託金からその費用の支払いを受けることができる。
２ 前項の本件死後事務処理に必要な費用については、甲が乙に預けた預託金を上限とし、乙は預託金の範囲内で本件死後事務を行うように努力する。
第６条（相続人調査義務の免除）
１ 乙は，甲の死亡後，甲の相続人を調査する義務を負わないものとする。
２ 前項にかかわらず，乙が，本契約に基づく死後事務を行うにあたって，または，死後事務を終了したのちに，甲の相続人を調査する必要が生じた場合、または相続財産管理人の選任の申立の必要が生じた場合，乙は相続人調査を行うことができるものとし、そのための費用は甲の負担とする。
３ 乙は、前項の費用について、甲が乙に預けた預託金から充当することができる。
第７条（報酬）
甲は、乙に対し、本件死後事務の報酬として、上限を金5.000円として支払うものとし、本件死後事務終了後、乙は、預託金の残余からその支払を受けることができる。
第８条（契約の変更・解約）
１ 甲又は乙は、甲の生存中、相手方に本契約の変更・解約を求めることができ、両者で協議の上本契約の内容を変更・解約することができる。
２ 甲および乙は、前項に基づき本契約を変更・解約した場合、他方に対して、第１１条を除き、何らの金銭請求をすることはできない。
第９条（契約の解除）
乙は、次の事由が生じたときは、本契約を解除することができる。
①乙が健康を害する等死後事務処理をすることが困難な状態になったとき
②経済情勢の変動や家業多忙など本契約を達成することが困難な状態になったとき
第１０条（契約の終了）
本契約は、乙が死亡又は破産、解散したとき終了する。
第１１条（預託金の返還、精算）
１ 本契約が第８条（契約の変更・解約）又は第９条（契約の解除）、第１０条（契約の終了）により終了した場合、乙は、預託金を甲に返還する。
２ 乙は、本件死後事務が終了し、預託金から費用及び報酬を控除し、預託金に残金があれば、甲の作成した遺言または指示に基づき取り扱う。
第１２条（報告義務）
乙は、甲の請求があるときは、速やかにその求められた事項につき報告する。
第１３条（免責）
乙は本契約の条項に従い、善良な管理者の注意を怠らない限り、甲および甲の相続人に生じた損害について責任を負わない。
第１４条（協議）
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して解決するものとする。
第１５条（管轄の合意）
本契約及び本契約に基づいて締結される諸契約に関する訴訟の専属管轄裁判所は、大阪地方裁判所とする。




以上のとおり契約が成立したので、本契約書２通を作成し、各自記名押印の上、各１通を保有する。
2025年●月●日


(住所）●●●●

委任者（甲）_______________________㊞


(住所）●●●●

受任者（乙） _______________________㊞



























預かり証



氏 名　　　　　　　　　　　　　様



	金　　　　　　　　　　　\5,000円也

	



	但し、　死後事務委任契約に関する預り金　　　　　　として、
上記の金額を正にお預かりいたしました。



2025年　　月　　日


氏名又は名称 　　　　　　　　　　　　印



